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D-456 リパーゼ（膵炎（疑い含む）） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、膵炎（疑い含む）の病名がない場合、リパーゼの算定は認

められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 脂肪の消化酵素であるリパーゼのほとんどが膵臓由来であるため、リパ

ーゼの算定は膵臓の炎症性疾患（十二指腸乳頭部疾患を含む）の病名以外

では認められないと整理した。 

 


